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インターネット
人権相談

法務省ＨＰから
２４時間受付

大分こころとからだの

相談支援センター
０９７-５４１-６２９０

こどもの
人権１１０番

０１２０-００７-１１０ ＤⅤ相談ナビ ♯８００８（ＤＶ被害）

ＬＧＢＴＱ＋等に
関すること

０７０-４７９３-４４０７

◇　相 談 窓 口 専 用 ダ イ ヤ ル　◇

みんなの
人権１１０番

０５７０-００３-１１０
おおいた性暴力

救援センター・すみれ

０９７-３５２-０３３０

(24時間対応、性暴力被害)

インターネットの普及により、情報漏えい被害や個人情報の流出などサイバーセキュリティ

に関する問題が多数報じられています。

特にSNS上の「誹謗中傷」、「動画拡散」、「人物を特定した個人情報のさらし」や生成AI

を使った「ディープフェイク画像」などは、人権侵害につながる問題として取り上げられてい

ます。

SNSや生成AIの悪用は、個人を

傷つけるだけでなく、罪に問われる

可能性もあります。

適切な利用方法の把握・啓発な

どセキュリティに係る関心を高め、

社会全体で人権を守る取り組みが

必要です。

HAPPINESS ハピネス 2月号

国は2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」と定め、サイバーセキュリ

ティに関する普及啓発強化のためのさまざまな取り組みを予定しています。

サイバーセキュリティ月間とは・・・

●２月はサイバー（情報）セキュリティ月間です

●誹謗中傷

●動画拡散

●個人情報さらし

●ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｪｲｸ
画像の生成

など

【このような行為は加害者が罪に問われるケースも・・・】

●侮辱罪 ●名誉棄損罪 ●肖像権・プライバシー侵害 など

加害者 被害者
人権侵害に当たる行為

●集会所は、あなたの身近な相談窓口です

集会所は、地域住民の「相談窓口」です。

関係機関等と連携をとり対応し、相談内容については秘密を厳守いたします。ぜひ、お気軽に

ご相談ください。また、市役所などの公的な機関から送付される各種の文書やお知らせなどにつ

いても不明な点がありましたらお問い合わせください。

◎相談内容：生活、保健、福祉、教育、就労、その他
※ハローワークからの求人情報もあります。

＜そのほかの人権に関する相談窓口＞



集会所イベント情報

※詳細はHPをご覧ください。

HAPPINESS ハピネス 2月号

伝統文化と人権③

皆さんはどんなお正月を過ごされたでしょうか。初詣に行かれた方もいれば、ご自宅でゆっく

り寝正月の方もいらっしゃったのではないでしょうか。普段、お寺や神社に行かない方も初詣だ

けは寺社仏閣を参拝する。そんな方もいるでしょう。

寺社仏閣にも人権を考えるうえでのヒントが残っています。

①庭園

古い社寺には立派な庭園が残っていることが多いですが、造園や手入れは当時、被差別

階層とされた人々が担っていました。代表は京都にある銀閣寺（慈照寺）庭園です。

②太鼓

社寺では儀式の開始や時間を告げるために使われていました。現在でも神社では使われ

ており、初詣の際には耳にしますね。この太鼓の製作や修理も江戸時代までは被差別階層

の人々が伝統を繋いでいました。

③鳥居・山門

社寺によっては立派なものもありますが、聖域への入り口とされています。今では誰も

が参拝の際には自由に通りぬけますが、江戸時代までは被差別階層の人々の参拝（鳥居を

くぐること）を制限する社寺も多くありました。祭りにも参加できなかったという文献も

あります。ただし、社寺からの用事（①②や清めなど）の際は例外だったようです。

かつて「人権」という概念がなかった日本では被差別階層の人たちは「居住区や職業が固定」

されており、そしてこのことがさらなる差別へとつながりました。

現在では、日本国憲法において ａ）法の下の平等 ｂ）職業選択の自由 ｃ）居住の自由

がすべての国民に保障されています。にもかかわらず未だに差別はなくなっていません。差別を

なくす第1歩は「正しく知ること」です。今後も集会所は市民の皆さんに「人権を学ぶ場」を提

供していきます。（完）

●集会所ダイアリー●

ワークショップ
ボードゲーム体験

ワークショップ
手荒れ用クリームの作り方講座

こども教室と三隈高校生徒の交流会



むくの木ワークショップ

●メディカルフットセラピー●

◇時 間 ： 19：00～20：30

◇講 師 ： ヨガインストラクター 桜木 恭子さん

◇定 員 ： １０名程度 ◇参加費 ： ５００円

●第５回 人権学習会●

〇演題：「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の人権侵害、
情報流通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ対処法」について

〇時間： 1９:00～20：10

●フラワーアレンジメント●

◇時 間：19：00～21：00

◇材料費：3,000円 （花・花器代込み）

◇講 師：花屋 芣 髙瀬 省二郎さん

◇定 員：１5名程度 ◇準備物：はさみ

※右写真は11月開催の写真です。当日作成するものとは異なります

集会所イベント情報

北友田３丁目地区集会所

■〒877-0078
日田市北友田3丁目2531-39

■TEL/FAX 0973-23-6920
■Mail:kitasan@city.hita.lg.jp

京町地区集会所(むくの木センター)

■〒877-0051
日田市京町51-5

■TEL/FAX 0973-23-4620
■Mail:takase@cyber.ocn.ne.jp

●北友田３丁目地区集会所（北3ワークショップ）●

※詳細はHPをご覧ください。

●京町地区集会所 ●

2/12(木

2/9(月)

●いまいし こども食堂＆地域食堂●

〇高校生以下：無料 大人：２００円 〇時間：11：30～14：00くらいまで

2/27(金

2/28(土)

講師：大久保 和則さん

足から健康に！！

ボードゲーム体験 手荒れ用クリームの作り方講座


